
加古川市公共下水道における公共ます等設置要綱  

 

平成 31 年 3 月 1 日  

上下水道事業管理者決定  

 

(趣旨 )  

第 1条  この要綱は、加古川市の公共下水道本管に公共ます等を設置する場

合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。  

(定義 )  

第 2条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号の定めるところによる。  

(1)  公共下水道本管  下水道法 (昭和 33 年法律第 79 号。以下「法 」とい

う。 )第 2 条第 3 号に規定する公共下水道のうち、道路に布設し流域下

水道へ接続する管渠。  

(2)  公共ます等  法第 2 条第 3 号に規定する公共下水道のうち、私有地若

しくは公有地又は道路に設置する維持管理等のためのます及び取付

管。  

(3)  公共下水道施設  法第 2 条第 3 号に規定する公共下水道で、加古川

市上下水道事業管理者（以下 「管理者」 という。）が汚水を排除するた

めに設置する施設。  

(4)  一画地  一つの宅地として区画された一体となっている土地  

(設置要件 )  

第 3条  公共ます等は、原則として私有地に設置することとし、次に掲げる要件

を満たすものとする。ただし、建物、土地等の状況、その他特別の事情がある

と管理者が認めた場合は、この限りでない。  

(1)  公共ます等の設置期間は、第 11 条による場合を除き、上下水道局の

公共下水道施設の存続期間とする。  

(2)  私有地に設置する公共ます等は、個人の管理とする。  

(3)  公共ます等の上部及び周辺には、維持管理等上支障となる建物、工

作物、樹木等は設置しないこと。  

(4)  公共ます等の設置工事に伴うコンクリート、タイル、芝生等の復旧につい

ては、掘削面積部分のみとする。  

(5)  公共ます等は、公共下水道本管布設工事時に設置する。  

(6)  公共下水道本管布設工事時において、市街化区域における駐車場、



空き地等で建物の建築計画があり、かつ本人の希望がある場合は、公

共下水道本管布設工事時に公共ます等を設置することができる。市街

化調整区域においては、取出管設置基準（下水道認可区域内 ）に基

づく。  

(7)  建物、土地等の状況により公共ます等の設置が困難な場合は、設置が

可能となったときに設置するものとする。  

(8)  下水道計画区域に隣接するその区域外の土地及び建物の権利者が

公共ます等の設置を希望する場合は、法第 24 条の許可を受けたうえで、

次の要件を満たすものについて、公共ます等を設置することができるもの

とする。  

ア  当該土地が公共下水道本管 (推進工法により布設したもの及び圧

送管を除く )の布設完了又は施工中の道路に隣接していること。  

イ  公共ます等が開削工法により施工できること。  

ウ  公共ます等の構造、勾配等が自然流下できるものであること。  

エ  当該土地より排除される汚水量が公共下水道本管の排水能力を

超過しない範囲であること。  

2  土地の所有者を変更する場合は、変更後の所有者は前項の要件を継承し、

上下水道局及び他の公共下水道利用者に支障を与えないこと。  

(設置位置 )  

第 4条  私有地に設置する公共ます等の位置は、公共下水道本管の布設が完

了した道路又は、施工中の道路に接する私有地との境界からおおむね 1 メ

ートル以内とする。ただし、その土地内に設置場所がない等やむを得ない事

情がある場合は、道路に設置することができる。  

2 前項の規定にかかわらず、特定事業場の公共ます等については、特定事業

場の敷地に立ち入らず、事業場排水の採水等を行うことができるよう道路に

設置するものとする。  

(設置位置の申請及び確認 )  

第 5条  公共ます等の設置をしようとする者 (以下 「事業者 」 という。 )は、加古川

市公共ます等設置申請書 （様式第１号 ）を管理者に提出しなければならな

い。なお、上下水道局が当該申請書を受理したことで設置の許可をしたもの

とみなす。  

2 公共ます等を第 3 条第 1 項第 5 号に定める時期に設置することを保留しよ

うとする者は、公共ます等設置保留申請書 (様式第 2 号 )により管理者に申

請しなければならない。  



3 管理者は、前項の申請を受理し決定したときは、公共ます等設置保留確認

通知書 (様式第 3 号 )を事業者に交付するものとする。  

(設置箇所数 )  

第 6条  公共ます等の設置箇所数は、原則として 1 画地につき 1 箇所とする。た

だし、敷地等の状況により 2 箇所以上となる場合は、管理者と当該事業者と

協議し、承諾を得なければならない。  

(設置費用 )  

第 7条  公共汚水ます等の設置費用は、次の各号に定めるところによる。  

(1)  1 画地につき 1 箇所については、上下水道局がその費用を負担する。  

(2)  前条において設置箇所が複数個所のときは、2 箇所目からは当該申請

者がその費用を負担する。  

(3)  前号の規定にかかわらず管理者が特別と認める場合は、その費用負担

について当該事業者との協議のうえ決定するものとする。  

(4)  公共ます等の設置後、新築等の理由で建物の戸数が増えたことにより、

それと同数の公共ます等の増設をする場合は、原因者がその費用を負

担する。  

(5)  公共下水道本管布設工事後、都市計画法 (昭和 43 年法律第 100 号 )

第 29 条の規定による開発行為の許可を受けた土地利用において、公

共ます等を設置する場合は当該開発行為をしようとする者がその費用を

負担する。  

(6)  公共下水道本管布設工事後、公共下水道本管に接する土地に公共

ます等を設置する場合、第 5 条に基づく届出が受理されたときは、上下

水道局がその費用を負担することができる。ただし、次の要件をすべて

満たすものであること。  

ア  その土地の境界が確定されており公共ます等が設置されていないこ

と。  

イ  土地所有者と新築する者が同一であること。ただし、転売等営利を

目的とするものは対象としない。  

ウ  下水道区域で下水道の供用はされていること。  

エ  受益者負担金が納付されていること。または、納付を承諾しているこ

と。  

(7)  第 3 条第 1 項第 7 号に該当する者が、公共ます等を設置することが可

能となったときは、公共ます等の設置に関する費用は、上下水道局が負

担する。  



(8)  第 5 条第 2 項の規定により申請した者が、後日、公共ます等を設置す

るときは、上下水道局と協議のうえ、加古川市公共ます等設置申請書

（様式第１号）を管理者に提出しなければならない。  

(共同利用 )  

第 8条  公共ます等は、2 戸以上であっても 1 箇所を共同利用できるものとする。

ただし、双方が維持管理について承諾していること。  

(施設の帰属 )  

第 9条  第 7 条の規定により、事業者の負担により設置した公共ます等について

は、上下水道局に帰属するものとする。ただし、機能及び耐久性が上下水

道局が設置する公共ます等と同等でないときは、手直し等を行ったのち帰属

するものとする。  

(維持管理 )  

第 10条  第 7 条の規定により、私有地に設置した公共ます等の維持管理は、

土地の所有者が行うものとする。  

(移設又は撤去 )  

第 11条  公共ます等を移設又は撤去 (以下 「移設等 」 という。 )する場合は、公

共ます等移設・撤去申請書 (様式第 4 号 )により管理者に協議しなければな

らない。  

2  前項の規定による公共ます等の移設等にかかる費用は、当該移設等が原

因者の負担するものとする。  

(工事完了後の新設 )  

第 12条  上下水道局が行う公共下水道本管工事完了後、汚水を排除する建

物を新築する場合の取扱いについては、第 3 条第 1 項第 1 号から第 4 号ま

で及び第 8 号、第 2 項の要件を満たすものとする。  

(補則 )  

第 13条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



様式第 1号(第 5条関係) 

加古川市公共ます等設置申請書 

  年  月  日 

加古川市上下水道事業管理者 様 

住 所                 

事業者 

                      氏 名                 

電話                 

 

下記のとおり公共下水道に接続したいので届け出いたします。なお、接続完了後は道路内の

施設を上下水道局に帰属いたします。 

１．工事の場所 
路 線 名  

場   所  

２．工事の期間 
着工予定     年    月    日 

完了予定     年    月    日 

３．施 工 業 者  

 

 

電話 

４．添 付 書 類  位置図、平面図、横断面図、現況写真、その他必要とする書類 

（注意） 

1 道路掘削許可申請書は、4 部同時に提出のこと。（道路管理者３部、上下水道管理者１部） 

2 道路掘削許可、道路使用許可後に許可条件を遵守し施工のこと。 

3 道路掘削に先立ち、他の占用物件について事前に占用者と協議の上、施工のこと。 

4 私道に埋設する場合は、土地所有者に掘削・占用許可を書面でとり接続届に添付すること。 

5 下水道受益者負担金を完納すること。 

6 公共ます等に位置については、申請書裏面に上流マンホールからの距離を記入すること。 

7 工事完了後、速やかに完了届及び完成図（出来高図・工事写真等）を提出こと。 

 

（費用負担が市費の場合） 

1  費用負担が上下水道局の場合は、上記書類の他に全部事項証明書、法 14 条地図（字限図区

域は字限図）、排水設備計画確認申請書（宅内施工業者が未定の場合は建築確認許可書の写し、

排水設備計画確認申請書及び負担金納付の誓約書）を提出すること。 

2 申請者が親族の土地を借りて建てる場合は、親族である事の証明書を添付すること。 

3 工事見積書 

4 その他、協議により必要となった書類 

※ 書類に不備がある場合は、申請を受理できません。 

 

市  処  理  欄 

書類確認欄 □全部事項証明書 □法 14条地図 □排水設備計画確認申請書 □工事見積書 □その他 

費用負担 
市費 □ 

個人 □ 

供用開始日 年   月   日 

受益者負担金 □ 済 □ 未  

決裁 

         

 

 

        



公共下水道管接続図 

取付管に位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪条件≫ 

１． 取付管延長（下水道本管から官民境界まで）は、１０ｍ以内であること。 

また、取付ますの設置位置は、敷地境界から１ｍ以内とする。 

２． 取付管及びますの設置にあたり、現地を精査すること。 

３． 取付ますの深さは、０．８０ｍ以上を原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷 地 

Ｌ＝  ｍ 

上流ＭＨ 下流ＭＨ 

取付ます 
取付管 

道  路 

（Ａ－3） （Ａ－2） 

） 

（Ａ－1） 

分筆地 

造成地 
個人地（宅地・公衆用道路） 



様式第 2号(第 5条関係) 

  年  月  日 

 

加古川市上下水道事業管理者  様 

 

事業者 住 所 

 

氏 名               

電話番号 

 

 

公共ます等設置保留申請書 

 

加古川市公共下水道本管布設工事の際、公共ます等を設置することを保留しますので、

加古川市公共下水道公共ます設置要綱第５条第２項の規定により申請します。 

  

記 

１．申請地  加古川市         町 

２．申請者の 

所有物件 

 1. 土 地 （宅地・農地・その他） 

 2. 建 物 

 

３．保留の理由 

  

1. 当面、建築物の予定がないため 

  

2. その他 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



様式第 3号(第 5条関係) 

                             保留番号（  ―  ） 

  年  月  日 

 

事業者 住 所 

 

氏 名  

加古川市上下水道事業管理者 

                     （公印省略） 

公共ます等設置保留確認通知書 

 

      年  月  日付で申請のあった公共ます等設置の保留について、下記の

とおり確認しましたので、加古川市公共下水道における公共ます等設置要綱の規定によ

り通知します。 

 

  

記 

１．設置保留地  加古川市         町 

２．保留地の物件 
 1. 土 地 （宅地・農地・その他） 

 2. 建 物 

 

３．条   件 

 

・公共下水道受益者負担金を納入してください。 

・後日、公共ます等を設置する場合は、本要綱第５条第１項により

「加古川市公共ます等設置申請書」を提出すること。 

・公共下水道整備時における土地区画にて、本要綱第６条により、

１画地につき１箇所について、上下水道局の負担とします。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



様式第 4号(第 11条関係) 

  年  月  日 

 

加古川市上下水道事業管理者  様 

 

事業者 住 所 

 

氏 名               

電話番号 

 

 

公共ます等移設・撤去申請書 

 

加古川市公共下水道公共ます等設置要綱第 11条第 1号の規定により、公共ます等の（移

設・撤去）について、次のとおり申請します。 

  

記 

１．申請地  加古川市         町 

２．土地所有者 

 住  所 

 氏  名 

 電話番号 

３．建物所有者 

 住  所 

 氏  名 

 電話番号 

 

４．移設・撤去 

の理由 

  

５．移設・撤去の 

予定年月日 
年    月    日 

添付書類 

 1. 撤去の場合は、既設公共ます等の設置位置 

 2. 移設の場合は、移設後の公共ます等設置申請書（様式第 1号）の写し 

 

 

以上 

 


